フロン排出抑制法講習動画（建設・解体工事業者向け）
説明事項（ナレーション）

（１枚目）
埼玉県では、温室効果ガスであるフロン類の排出量削減に向けた取り組みを行っています。この動画では、主に解体工事を行う事業者様向けに、フロン排出抑制法に定められた手続き等について、解説します。ホームページに掲載している講習資料を参照しながら、ご覧ください。
（２枚目）
まず初めに、規制の対象となるフロン類について説明します。
フロン類はこちらの図に示す通り、主に冷凍冷蔵機器や空調機器等に使用されている化学物質です。化学的に極めて安定した性質を持っていて扱いやすく、人体への毒性も小さいため、冷媒として幅広く使用されています。
化学的には炭素とフッ素の化合物であるフルオロカーボンの総称のことを指し、塩素や水素を組み合わせたＣＦＣと呼ばれるクロロフルオロカーボンやＨＦＣと呼ばれるハイドロフルオロカーボンなど様々な種類があります。それらをまとめてフロン類と呼んでいます。
冷媒として優秀な性能を持つフロン類ですが、非常に強力な温室効果をもっていることが問題となっています。こちらの図に示す通り、例えばＣＦＣ－１２　１キログラムを大気放出してしまうと、ＣＯ２約１０，９００ｋｇを大気放出するのと同じ温室効果をもたらします。地球温暖化を防止するため、フロン類を大気中に放出せず適切に回収することが重要となります。
（３枚目）
次にフロン排出抑制法で定義されている用語について説明します。フロン排出抑制法の対象になる機器を第一種特定製品といいます。　第一種特定製品とは、業務用のエアコンなどの空調機器や冷凍冷蔵機器で、冷媒としてフロン類が使用されているもののことを指します。主なものは、スライド中央に示されているような、業務用エアコンや冷凍冷蔵ショーケースがフロン排出抑制法の対象になります。
　また、スライド下側に示されているカーエアコン、家庭用製品、冷媒がフロン類でない製品はフロン排出抑制法の対象外となります。このうち、カーエアコンのフロン類については自動車リサイクル法で規制されており、家庭用製品については家電リサイクル法で規定がされております。
（４枚目）
続いて、第一種特定製品の管理者と充填回収業者についてです。原則として、第一種特定製品の管理者は当該機器の所有者です。ビルのテナント等のように、建物を所有している業者と実際に使用している業者が異なる場合もあるかと思いますが、契約書等で特別な定めがある場合を除いて、基本的にはその建物の管理会社が管理者となります。
　また、メンテナンスを管理会社に委託していることもあるかと思いますが、保守やメンテナンスに係る管理業務を委託している場合、あくまでも保守・修繕の遂行が委託業務となりますので、管理者は変わらず元々の所有者が管理者となります。このようなパターンはあくまで一例となりますが、お互いに確認しあい、管理者が不明確にならないように注意をお願いいたします。
　次に、廃棄等実施者についてです。第一種特定製品の廃棄等実施者は廃棄を行おうとするもので、第一種特定製品の管理者が該当します。廃棄等実施者は、自ら又は他の者に委託して、第一種フロン類充填回収業者にフロン類を引き渡さなければなりません。また、産業廃棄物の排出事業者は、解体工事では元請業者となりますが、フロン排出抑制法では廃棄等実施者が管理者となりますので、注意してください。第一種フロン類充填回収業者は、第一種特定製品の整備や廃棄時にフロン類を回収する事業者として、都道府県知事の登録を受けた者です。
（５枚目）
次に、特定解体工事元請業者について、ご説明します。
　特定解体工事元請業者とは、建物等の解体工事を発注しようとする第一種特定製品の管理者から、直接解体工事を請け負う建設・解体業者となります。
フロン排出抑制法における解体工事元請業者の主な責務はスライドに示す３つとなります。
　一つ目が、第一種特定製品の事前確認です。建設解体業者は、解体する建物において第一種特定製品の有無を事前に確認し、その結果を書面で発注者に説明する必要があります。
　二つ目に、フロン類の回収の依頼です。機器を廃棄する際に、発注者からフロン類の引渡しを受託した場合、フロン類の回収を充填回収業者に依頼してください。
　三つ目に、機器の引渡しです。フロン類が回収されたことを確認し、機器を廃棄物・リサイクル業者等に引渡してください。機器を引き渡す際に、引取証明書によりフロン類の回収が確認できない場合は、その引取は拒否されてしまいますのでご注意ください。
　それぞれの詳細について、次のスライドで説明します。
（６枚目）
まず、１つ目の第一種特定製品の事前確認について説明します。建物を解体する際には、第一種特定製品が設置されていないことが明らかである場合を除き、必ず第一種特定製品があるかを事前に確認します。ここで、第一種特定製品が設置されていないことが明らかである場合とは、建築物としては東屋、工作物としては鉄塔、煙突、橋等が想定されます。これら以外の建築物、工作物では事前確認が必要となります。　
また、確認結果は、書面で発注者に報告する必要があります。この書面は、発注者に原本を渡し、元請業者はその写しを３年間保存してください。また調査の結果、第一種特定製品が無かった場合でも、なかった旨の結果を書面で発注者に報告する必要があります。書面には、解体工事の名称や場所を併せて記載してください。
（７枚目）
　次にフロン類の回収の依頼についてです。解体業者が、フロン類が未回収の機器の処分を発注者から依頼された場合、次の２種類の方法のどちらかで対応する必要があります。
　一つ目は、解体業者がフロン類の回収を委託する方法です。
この場合は、発注者から委託確認書をもらった上で、第一種フロン類充填回収業者にフロン類の回収を委託します。　充填回収業者がフロン類を回収したのち、引取証明書の写しをもらい、これを３年間保存します。　そして、廃棄物・リサイクル業者に、引取証明書の写しとともに機器を引き渡します。
　二つ目は、発注者にフロン類の回収委託を依頼する方法です。この場合は、工事の発注者に対し、フロン類の回収をフロン類充填回収業者に委託するよう伝えます。その後は、発注者がフロン類充填回収業者から引取証明書の写しを受け取りますので、発注者から引取証明書の写しをもらい、廃棄物・リサイクル業者に、その引取証明書の写しとともに機器を引き渡します。
（８枚目）
次に機器の引き渡しについてです。先ほども説明したように、廃棄物・リサイクル業者に機器を引き渡す際には、フロン類が回収済みであることを示す引取証明書の写しを添付する必要があります。引取証明書等により、フロン類が回収済みであることが確認できない場合は、廃棄物・リサイクル業者もその機器は引き取れませんので、御注意ください。
（９枚目）
ここで罰則規定について説明します。
　令和２年の法改正で罰則が追加され、解体工事業者が責務を果たさずに、フロン類をみだりに放出した場合は、１年以下の懲役または５０万円以下の罰金が科されることとなりました。　また、特定解体工事元請業者も、報告徴収、立入検査等の指導監督の対象となりました。
　令和３年１１月には、東京都八王子市の解体工事現場で、エアコンの冷媒として使用されているフロン類を大気中に放出させたとして、解体工事業者の代表取締役とその社員をフロン排出抑制法違反の疑いで書類送致されました。これは改正フロン排出抑制法の事件化の、初の事例となります。違反内容は、委託確認書を交付しなかったこと、フロンガスを回収しないまま重機で取り外し、フロンガスを大気中に放出させたことです。改めて、第一種特定製品廃棄時の事前確認と、機器の引き渡しを適正に行っていただきますようお願いいたします。
（１０枚目）
最後に、本講義について御不明な点等がございましたら、大気環境課規制・化学物質担当まで御連絡ください。また、フロン排出抑制法について詳しくお知りになりたい方は、環境省フロン排出抑制法ポータルサイトや経済産業省のホームページ等が詳しく記載されていますので、御覧ください。
　以上で、本講義を終了します。御清聴ありがとうございました。

